
ユニバーサル社会推進議員連盟総会の模様
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大串正樹事務局長（右）とともに発言する荻津和良日身連副会長

第779号 （昭和36年４月10日　第三種郵便物認可） 2025年（令和7年） 6月15日　（毎月15日発行）（月刊）日　　身　　連（1）

阿部　一彦
べあ かずひこ

　
５
月
29
日（
木
）、
自
由
民
主
党
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
社
会
推
進
議
員
連
盟
総
会
が
衆
議
院
第

二
議
員
会
館
で
開
催
さ
れ
、
石
破
茂
前
会
長

の
総
理
就
任
に
伴
い
、
盛
山
正
仁
幹
事
長
が

会
長
代
行
と
し
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
大
串

正
樹
事
務
局
長（
経
済
産
業
副
大
臣
・
内
閣
府

副
大
臣
）ら
と
と
も
に
17
府
省
庁
と
最
高
裁

判
所
、
13
団
体
が
参
加
し
、
日
身
連
か
ら
は

荻
津
和
良
副
会
長
が
出
席
し
ま
し
た
。

自
民
党
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

社
会
推
進
議
連
が
開
催

◆
日
身
連
よ
り
「
６
つ
の
要
望
」

　

各
省
庁
よ
り
、
共
生
社
会
実
現
に
向
け
て

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
、

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
推
進
へ
の
取
組
と
令
和

８
年
度
関
連
予
算
に
関
す
る
説
明
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
日
身
連
は
、
以
下
の
６
点
に
つ
い
て
要

望
し
ま
し
た（
要
約
）。

１
、
障
害
者
基
本
法
改
正
時
に
残
さ
れ
た
課
題

（
差
別
の
定
義
、救
済
機
関
な
ど
）を
含
め
、

十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
同
法

の
見
直
し
が
な
さ
れ
る
こ
と

２
、
第
５
次
障
害
者
基
本
計
画
の
着
実
な
実
施
と

と
も
に
、
未
達
成
の
指
標
に
つ
い
て
は
課
題

解
消
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と

３
、
改
正
障
害
者
差
別
解
消
法
に
よ
り
義
務

化
さ
れ
た
障
害
の
あ
る
人
へ
の
合
理
的

配
慮
の
提
供
に
つ
い
て
、
同
法
の
周
知

広
報
、
国
を
含
め
各
団
体
が
連
携
協
力

し
て
取
組
む
環
境
の
整
備

4
、
意
思
疎
通
支
援
に
か
か
る
人
的
、
物
的

財
政
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と

5
、
交
通
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
課
題
解
消

６
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
災
害
対
策
会

議
、
委
員
会
に
は
障
害
者
団
体
の
代
表

な
ど
の
参
加
を
義
務
付
け

◆
担
当
省
庁
の
回
答
よ
り（
抜
粋
）

　
「
１
、
障
害
者
政
策
委
員
会
に
お
け
る
実
施

状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
な
ど
を
進
め
る
中

で
、
適
切
な
対
応
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
」、

「
３
、
障
害
者
差
別
解
消
に
向
け
た
民
間
企
業

や
業
界
団
体
で
の
取
組
状
況
の
調
査
を
行
い
、

好
事
例
を
横
展
開
す
る
と
と
も
に
、
当
事
者

団
体
の
実
施
す
る
普
及
啓
発
活
動
に
つ
い
て

一
覧
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
サ
イ
ト
を
設

置
す
る
」（（
内
閣
府
政
策
統
括
官（
共
生
・
共

助
担
当
）付
障
害
者
施
策
担
当
）な
ど
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。
４
、
意
思
疎
通
支
援
に
つ

い
て
は
、「
多
様
か
つ
個
別
性
の
高
い
も
の
で

あ
り
、
事
業
者
に
と
っ
て
、
実
施
に
伴
う
負
担

が
過
重
に
な
ら
な
い
範
囲
で
、
障
害
者
本
人

の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
柔
軟
に
対
応
す
る

必
要
が
あ
る
」（
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局

障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
自
立
支
援
振
興
室
）

と
の
回
答
で
し
た
。

◆
荻
津
和
良
副
会
長
の
発
言
か
ら

　

荻
津
副
会
長
は
、「
１
、
障
害
者
基
本
法
の

改
正
は
、
障
害
者
権
利
条
約
総
括
所
見
が
国

内
法
制
度
に
反
映
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
具
現

化
さ
れ
る
か
注
視
し
て
い
る
」こ
と
や
、「
３
、

改
正
障
害
者
差
別
解
消
法
の
施
行
に
よ
り
、

合
理
的
配
慮
の
提
供
が
義
務
化
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
障
害
者
へ
の
関
心
が
あ
ま
り
な
か
っ
た

事
業
所
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
り
、
意

見
交
換
を
行
い
た
い
な
ど
の
声
が
あ
っ
た
」

こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
障
害
者
を
取
り

巻
く
社
会
環
境
が
「
よ
い
方
向
へ
動
い
て
い

る
と
感
じ
て
い
る
」と
し
つ
つ
も
、「
一
方
で

地
域
か
ら
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
事
例
で

は
な
い
か
な
ど
の
声
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」

と
発
言
し
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
、
適

切
な
体
制
を
構
築
す
る
な
ど
取
組
の
強
化
を

要
望
し
ま
し
た
。
ま
た 
４
、
意
思
疎
通
支
援

に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て
、「
支
援
を
提
供
す

る
側
と
支
援
さ
れ
る
側
両
者
に
と
っ
て
必
要

な
支
援
で
あ
る
」こ
と
を
協
調
さ
れ
、
各
施
策

の
い
っ
そ
う
の
推
進
を
要
望
し
ま
し
た
。

し
げ
る

ば 

い
し

ま
さ
ひ
と

や
ま

も
り

か
ず
よ
し

ま
さ
きつ

お
ぎ

ぐ
し

お
お


